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総量規制基準の設定方法

１ 総量規制基準の位置付け

【総量削減基本方針】
・対象水域ごとに環境大臣が策定
・削減目標量の設定

人口・産業の動向、汚水・廃液の処理の技術の水準、下水道整備の見
通し等を勘案、実施可能な限度において削減を図るとした場合を想定

【総量削減計画】
・総量削減基本方針に基づき、都府県ごとに知事が策定
・発生源別の削減目標量及びその達成の方途等

【総量規制基準による規制】
・総量削減計画に基づき定める
・日平均排水量５０ m3 以上の特定事業場が対象
・排水濃度×排水量の規制

２ 総量規制基準の算式
（１）算式

ＣＯＤ
Lc ＝（Ccj・Qcj ＋ Cci・Qci ＋ Cco・Qco）× 10-3 施行規則第1条の5第2項

(kg/日）
窒素
Ln ＝（Cni・Qni ＋ Cno・Qno）× 10-3 (kg/日） 施行規則第1条の6第2項

りん
Lp ＝（Cpi・Qpi ＋ Cpo・Qpo）× 10-3 (kg/日） 施行規則第1条の7第2項

Ｑは時期区分別の特定排出水量
Ｃは時期区分別に都府県知事が定める濃度

※指定地域内事業場が複数の業種等に属する場合 施行規則第1条の5第4項

それぞれの業種等ごとに算定した値を合計した 施行規則第1条の6第4項

値を総量規制基準（L）とする。 施行規則第1条の7第4項

（２）Ｑ・Ｃ値の時期の区分
・都府県知事が定める日 施行規則第1条の5第2項

環境大臣が都府県知事に指示し、時期の 施行規則第1条の6第2項

区分を行っている。 施行規則第1条の7第2項

（３）Ｃ値の定め方
・環境大臣が定める業種等ごとに、 施行規則第1条の5第3項

・環境大臣が定める範囲内において、 施行規則第1条の6第3項

都府県知事が定める。 施行規則第1条の7第3項



総 量 規 制 基 準 に 係 る 時 期 区 分 の 変 遷
(1)Ｃ Ｏ Ｄ

① S55.7.1 ② S62.7.1 ③ H3.7.1 ④ H8.9.1 ⑤ H14.10.1 ⑥ H19.9.1

第 １ 次 Qo Qi

第 ２ 次 Qo Qi
Qj

第 ３ 次 Qo Qi
Qj

第 ４ 次 Qo Qi
Qj

(備 考 欄 処 理 )

第 ５ 次 Qco Qci
Qcj

（ 備 考 欄 処 理 ）

第 ６ 次 Qco Qci
Qcj

（ 備 考 欄 処 理 ）

注 ： ① ～ ⑥ は 、 第 １ 次 ～ 第 ６ 次 の 総 量 規 制 基 準 適 用 日 (既 設 事 業 場 に 対 す る 適 用 猶 予 を 除 く )を 示 す 。
：「 Ｑ 」 は 、 矢 印 の 期 間 内 に 増 加 し た 特 定 排 出 水 量 で あ る 。
：「 備 考 欄 処 理 」 と は 、 一 部 の 業 種 等 に つ い て 、 H8.9.1 前 に 増 加 し た 特 定 排 出 水 量 で あ る 。

(２ )窒 素 ・ り ん

⑤ H14.10.1 ⑥ H19.9.1

第 ５ 次 Qno・ Qpo Qni・ Qpi

第 ６ 次 Qno・ Qpo Qni・ Qpi 注 ： 窒 素 ・ り ん は 第 ５ 次 か ら 総 量 規 制 基 準 項 目
と な っ て い る 。


